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・石狩管内教育委員会協議会教育長会 

・石狩管内各市町村教育委員会いじめ問題
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・石狩管内小中学校長会対策部長 

・北海道高等学校長協会石狩支部長 

・北海道特別支援学校長会石狩支部副支部長 
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・石狩管内ＰＴＡ連合会長 

・北海道高等学校ＰＴＡ連合会石狩支部長 

・石狩地区青少年育成運動推進指導員会長 

・石狩管内社会教育委員連絡協議会長 

・石狩管内地域子ども会育成連絡協議会長 

・北海道いじめ問題等解決支援外部専門家

チーム員 

・北海道民生委員児童委員連盟石狩地区支

部委員 

・札幌人権擁護委員協議会人権擁護委員 

・札幌法務局人権擁護部第一課長 

・NPO法人きたひろちょいスポ倶楽部理事

長（家庭教育サポート企業） 

・北海道中央児童相談所子ども支援課長 

・石狩振興局保健環境部環境生活課長 

・北海道警察本部生活安全部少年課長補佐 

・北海道立特別支援教育センター教育課長 

・北海道立教育研究所主査 

・石狩教育局教育支援課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年（2020年）７月に「令和２年度石狩管内地域いじめ問

題等対策連絡協議会第１回会議」を新型コロナウイルス感染拡大防

止の観点から書面にて開催しました。 

本連絡協議会は、子どもの健全育成にかかわる関係機関の方々が

一堂に会し、いじめや不登校などの生徒指導上の諸問題について、

現状を把握するとともに、意見交換や協議を通して、学校、家庭、

地域、関係機関の今後の取組に生かすことを目的に開催しているも

のです。 

第１回会議では、今年度の重点や各市町村等の取組について資料

をご覧いただき、「『今年度の重点』にかかわる教育局の取組及び道

教委の取組について」、「各関係機関におけるいじめ、不登校、ネッ

トトラブルの未然防止について」御意見をいただきました。 

説明・協議を行いました。 

発行日 
令和２年(2020年)８月６日 
発行者 
石狩管内地域いじめ問題等 
対策連絡協議会事務局 

令和２年度石狩管内 
地域いじめ問題等対策連絡協議会 

第１回会議（書面会議） 

【保護者・地域の皆様へ】 

本協議会についての御意見や御質問等

がございましたら、事務局まで御連絡く

ださい。 

北海道教育庁石狩教育局教育支援課 

電話 011-204-5879 

「Heart to Heart （心と心のつながり）プロジェクト」 
令和２年度の重点 

～いじめ・不登校・ネットトラブルの問題の未然防止～ 
〇 「北海道いじめ防止基本方針」に基づく組織的な取組の見直し・改善 

〇 不登校児童生徒への対応の充実 

〇 情報モラルに関する指導の充実 

 いじめや不登校、ネットトラブル等を未然に防ぐには、学校・家庭・

地域・関係機関等が一層連携し、協力して取り組んでいくことが必要

であり、その効果的な推進のためには、正しい情報の共有が重要な要

素の一つとなります。 

今後も連携・協働を意識しながら、「Heart to Heart（心と心のつ

ながり）プロジェクト」を着実に推進できますように御支援・御協力

をお願いいたします。 

今後に向けて 

令和２年度石狩管内地域いじめ問題等対策連絡協議会第１回会議（書面会議）回答書より 

■ 『今年度の重点』にかかわる教育局の取組及び道教委の取組について 

特に御意見等はございませんでした。取組の推進に向けて御理解と御協力をお願いいたしま

す。 

■ 各関係機関におけるいじめ、不登校、ネットトラブルの未然防止について 

・「いじめに対する意識アンケート」において、教職員と保護者の回答に大きな開きがある。こうし

たこともあり、各関係機関（団体）が一同に集まっているこの取組を広く知ってもらうことが必要と

感じた。 

・誰にも相談できない生徒に対しての対応について研修を行いたい。 

＜インターネット上のいじめに対する指導や情報モラル教育の充実、ネットトラブルの早期発見、

早期対応への支援及び体制整備について＞ 

・ネットはトラブルに繋がりやすい。 

・ネットトラブルを未然に防ぐためには、SNSの見守りが必要だが、Twitter（ﾂｲｯﾀｰ）、Instagram（ｲ

ﾝｽﾀｸﾞﾗﾑ）は非公開アカウントであれば閲覧することが難しく、LINE の書き込みはインターネット

上の検索結果として表示されない。また TikTok（ﾃｨｯｸﾄｯｸ）はネットパトロールの範囲外であるな

ど、ネットパトロールの仕方についても、今後模索していく必要があると感じた。 

・他市の取組から、児童生徒や保護者に向けた講習会等により、情報モラルについて啓発を図る

ことも、トラブルを未然に防ぐために重要だと感じた。 

■ 自由記述欄より 

・新型コロナ禍のため、新たな考えで活動などしていかなければならないと思っている。その中

で、気になる点として、新型コロナに関係するいじめが発生していないか気になる。 

・ＳＮＳが起因する各種問題も発生しており、生徒・児童に関しても同様であると思っているので、

スマホ等の正しい取扱い方についても、もっと指導すべきと考える。 

 

「北海道いじめ防止基本方針」について 

 平成25年６月に成立した「いじめ防止対策推進法」を踏まえ、平成26年 

８月にいじめ防止等のための基本的な方向や具体的な内容を示すために策定 

した基本方針です。詳しくは下記URL、右のQRコードよりお進み下さい。 

【概要版】北海道いじめ防止基本方針（平成30年２月改定）（ＰＤＦファイル） 

http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ssa/jourei/02_kihonhoshinkaiteigaiyou.pdf 


